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歳出 （単位：千円）

1 2 1 1 賦課徴収費（介護特会） 2 3,291 0 3,291

　「大量印刷用専用用紙印刷事業（令和６年度）」の債務負
担行為の設定
　期間：令和６年度から令和７年度まで
　概要：令和７年度当初から使用する普通徴収暫定通知書等
　　　　大量印刷用紙の印刷
　限度額：301千円

・

3 1 1 1 予防サービス事業費 2 72,806 0 72,806

　「訪問型軽度生活援助サービス事業業務委託（令和６年
度）」の債務負担行為の設定
　期間：令和６年度から令和７年度まで
　概要：令和７年度当初から要支援者等に対して身体介護を
　　　　含まない生活支援サービスを提供するため事業者と
　　　　委託契約を締結する。
　限度額：144千円

・

3 2 1 1 介護予防普及啓発事業費 2 27,116 0 27,116 　別紙 2

3 3 2 4
地域自立生活等支援事業
費

2 3,939 0 3,939

　「高齢者配食サービス事業業務委託（令和６年度）」の債
務負担行為の設定
　期間：令和６年度から令和７年度まで
　概要：令和７年度当初から昼食を配達することにより、一
　　　　人暮らしの高齢者等の見守りを実施するため事業者
　　　　と委託契約を締結する。
　限度額：4,047千円

・

3 3 2 6 生活支援体制整備事業費 2 9,744 0 9,744 　別紙 3

3 3 2 7 認知症総合支援事業費 2 869 0 869 　別紙 4

3,976,796 0 3,976,796
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－1－ 介護保険





令和６年度

菊川市介護保険特別会計補正予算（第２号）

説明資料

別紙　主要事業説明書

静岡県　菊川市





補正予算説明資料 令和６年度・介護保険特別会計（補正第２号）

3 款 2 項 1 目

2 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり総合計画 基本目標 健康で元気に暮らせるまち 政策 2-2

目

的

 　65歳以上の高齢者が介護が必要な状態にならないよう、早期に介護予防に取り組んでいただ
くために行う普及啓発事業及び介護予防事業等の対象者を把握するための事業を実施する。

補
正
理
由
・
補
正
概
要
等

【債務負担行為設定】
債務負担行為期間　：令和６年度から令和７年度まで
債務負担行為事項名：一般介護予防通所型介護予防事業業務委託（令和６年度）
債務負担行為概要　：令和７年度当初から閉じこもり、認知症、うつ病、運動器の機
　　　　　　　　　　能低下の予防を図る「いきいきサロン」を実施するため事業者
　　　　　　　　　　と委託契約を締結する。
債務負担行為限度額：18,130千円

主
な
補
正
財
源

 

 

 

 

8,092

今回補正額 0 0 0 0 0

補正後 5,971 2,906 0 10,147

8,092

財源内訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前 5,971 2,906 0 10,147

補正要求額 補正前予算額 補正後予算額／増減率（対補正前予算額比）

0 千円 27,116 千円 27,116 千円　／ 0.0%

科目 地域支援事業費 一般介護予防事業費 一般介護予防事業費

事業 0001 介護予防普及啓発事業費

長寿介護課 新規事業

予算書
ページ

2  所管部局
健康福祉部 重点事業

－2－



補正予算説明資料 令和６年度・介護保険特別会計（補正第２号）

3 款 3 項 2 目

2 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり総合計画 基本目標 健康で元気に暮らせるまち 政策 2-2

目

的

 　介護保険法に基づき、地域包括ケアシステムの一環として高齢者が住み慣れた地域で自分ら
しく人生の最期まで暮らし続けることができる社会を目指し、生活支援コーディネーターの配置と
協議体の設置をする。「移動支援」・「買い物支援」・「地域サロン・居場所づくり」の３つの課題に
重点を置き、地域でできることを地域住民と形成するとともに、政策的に行うべきことの検討をす
る。

補
正
理
由
・
補
正
概
要
等

【債務負担行為設定】
債務負担行為期間　：令和６年度から令和７年度まで
債務負担行為事項名：生活支援コーディネーター業務委託（令和６年度）
債務負担行為概要　：令和７年度当初から生活支援コーディネーター及び協議体を設
　　　　　　　　　　置し、地域における生活支援や助け合い活動を支援するため事
　　　　　　　　　　業者と委託契約を締結する。
債務負担行為限度額：9,858千円

主
な
補
正
財
源

 

 

 

 

3,797

今回補正額 0 0 0 0 0

補正後 4,071 1,876 0 0

3,797

財源内訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前 4,071 1,876 0 0

補正要求額 補正前予算額 補正後予算額／増減率（対補正前予算額比）

0 千円 9,744 千円 9,744 千円　／ 0.0%

科目 地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 任意事業費

事業 0006 生活支援体制整備事業費

長寿介護課 新規事業

予算書
ページ

2  所管部局
健康福祉部 重点事業
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補正予算説明資料 令和６年度・介護保険特別会計（補正第２号）

3 款 3 項 2 目

2 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり総合計画 基本目標 健康で元気に暮らせるまち 政策 2-2

目

的

 　認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしく人生の最期まで暮らし続けることができる社
会を目指すため、介護保険法に基づき、市民の認知症に対する理解を深め、介護者等の認知
症対応力の向上を目的に、認知症地域支援推進員を配置する。また、認知症や認知症が疑わ
れる人で医療や介護につながっていないケース等を対象に、多職種による初期支援を包括的か
つ集中的に対応するため、認知症初期集中支援チームを設置する。

補
正
理
由
・
補
正
概
要
等

【債務負担行為設定】
債務負担行為期間　：令和６年度から令和７年度まで
債務負担行為事項名：認知症カフェ事業業務委託（令和６年度）
債務負担行為概要　：令和７年度当初から認知症カフェ「またきてカフェ」を実施す
　　　　　　　　　　るため事業者と委託契約を締結する。
債務負担行為限度額：240千円

主
な
補
正
財
源

 

 

 

 

338

今回補正額 0 0 0 0 0

補正後 364 167 0 0

338

財源内訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前 364 167 0 0

補正要求額 補正前予算額 補正後予算額／増減率（対補正前予算額比）

0 千円 869 千円 869 千円　／ 0.0%

科目 地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 任意事業費

事業 0007 認知症総合支援事業費

長寿介護課 新規事業

予算書
ページ

2  所管部局
健康福祉部 重点事業

－4－




